
11 月～ 12 月、常総環境センターから「金属類・割れ物」の専用
袋 1 セット（10 枚入り）をポスティングにより全戸配布します。
届いた袋は「金属類・割れ物」を出す際に使用してください。
※令和 8 年 3 月 31 日㈫までは引き続き、不燃ごみ袋で出された
金属類・割れ物も回収します。
※今回配布する「金属類・割れ物」専用袋は、令和８年３月ごろに
店頭で購入できるようになります。

「金属類・割れ物」の

出し方が変わります

令和８年４月１日㈬から
令和８年４月１日㈬から、新たに「金属類・
割れ物」の収集日を、不燃ごみの収集日と
は別に設定します。「金属類・割れ物」の
収集日は、ごみ・資源物収集カレンダーな
どでお知らせします。
※令和８年 3 月 31 日㈫までの不燃ごみの
出し方は、広報 17 ページをご覧ください。

資源物以外の金属類・割れ物

ごみの詳しい分別方法について、
詳しくは市ホームページをご覧ください。

ごみの「金属類・割れ物」

金属（鉄、アルミ、ステンレス）、セトモノ、傘、袋に入る電化製品など

リチウムイオン電池などの小型充電式電池は取り外してください。
小型充電式電池は、市役所各庁舎（伊奈・谷和原）、みらい平市民センター、
各コミュニティセンターなどで回収しています。

専用袋を配布します

度重なるルール変更でご迷惑をおかけしますが、
ご理解・ご協力をお願いします。
問 谷和原庁舎生活環境課（内線 3306）
　 常総環境センター　☎ 0297 ‐ 48 ‐ 2314

問 つくばみらい市役所（代表）　☎0297 ‐ 58 ‐ 21116


